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●
資
料
●

奨
学
金
と
機
関
保
証
制
度

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
返
還
部

一

機
構
の
奨
学
金
に
係
る
保
証
制
度

日
本
学
生
支
援
機
構

(以
下

「機
構
」
と
い
う
。)
の
奨
学
金
を

受
け
る
に
は
、
人
的
保
証
制
度
か
機
関
保
証
制
度
の
ど
ち
ら
か
を
選

択

(第
二
種
奨
学
金

(海
外
)
は
除
く
。)
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

人
的
保
証
制
度
と
は
、
奨
学
金

の
申
込
み
時
に
連
帯
保
証
人
を
、

貸
与
終

了
時
に
は
連
帯
保
証
人
及
び
保
証
人
を
選
任
す
る
も
の
で

す
。機

関
保
証
制
度
と
は
、
連
帯
保
証
人
及
び
保
証
人
を
選
任
す
る
代

わ
り
に
、
日
本
国
際
教
育
支
援
協
会

(以
下

「協
会
」
と
い
う
。
)

に

一
定

の
保
証
料
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
協
会
が
貸
与
期
間
中
及

び
返
還
期
間
中
を
と
お
し
て
連
帯
保
証
す
る
も
の
で
す
。
機
関
保
証

制
度
は
、
平
成

一
六
年
度
に
採
用
さ
れ
た
奨
学
生
か
ら
導
入
さ
れ
ま

し
た
。

二

機
関
保
証
制
度
の
概
要

(
一
)
目
的

機
関
保
証
制
度
の
目
的
は
、
奨
学
生
が
連
帯
保
証
人
や
保
証
人
を

選
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
機
関
保
証
に
加
入
す
る
こ
と
に

よ
り
奨
学
金
の
申
し
込
み
が
可
能
と
な
り
、
意
欲
と
能
力
の
あ
る
学

生
が
、
経
済
的
に
自
立
し
、
自
ら
の
意
志
と
責
任
に
お

い
て
高
等
教

育
機
関
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、

一
八
歳
自
立
型
社
会
を
目

指
す
も
の
で
す
。

(二
)
機
関
保
証
制
度
の
仕
組
み

機
関
保
証
制
度
の
仕
組
み
は
、
概
略
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す

(図
参
照
)。

①
奨
学
金
を
希
望
す
る
学
生
が
学
校
を
通
じ
て
機
構
に
奨
学
金
の

貸
与
申

し
込
み
を
行

い
ま
す
。
②
そ
の
際
、
協
会
に

「保
証
依
頼
書
」

を
提
出
し
、
保
証
委
託
を
申
し
込
み
ま
す
。
③
協
会
が
債
務
を
保
証

(保
証
引
受
)
し
、
機
構
が
、
奨
学
生
の
採
用
を
決
定
し
ま
す
。
④

機
構
が
、
奨
学
金
の
貸
与
を
実
行
し
ま
す
。
貸
与
月
額
か
ら
所
定
の

保
証
料
月
額
を
差
し
引
き
、
奨
学
生
に
代
わ

っ
て
協
会
に
支
払
い
ま

す
。
⑤
奨
学
生
は
、
貸
与
終
了
後
、
返
還
誓
約
書
を
提
出
し
、
機
構

に
返
還
を
開
始
し
ま
す
。
⑥
返
還
者
が
、
奨
学
金
の
返
還
を
滞

っ
た

場
合
は
、

一
定
期
間
経
過
後
、
機
構
が
協
会
に
保
証
債
務
の
履
行

(代
位
弁
済
)
請
求
を
行

い
ま
す
。
⑦
協
会
は
、
返
還
者
に
代
わ

っ

て
機
構

に
代
位
弁
済
を
実
行
し
ま
す
。
⑧
代
位
弁
済
の
実
行
に
よ
り
、

協
会
が
機
構
の
債
権
を
取
得
し
、
代
位
弁
済
額
の
返
済
請
求
を
行
い

ま
す

(求
償
権
の
行
使
)。
⑨
返
還
者
は
、
協
会
に
返
済
し
ま
す
。

(
三)
低
廉
な
保
証
料

保
証
料
は
、
奨
学
金

の
種
類
、
貸
与
さ
れ
る
奨
学
金
総
額

(保
証

金
額
)
及
び
返
還
期
間

(保
証
期
間
)
に
よ

っ
て
異
な
り
、
機
関
保

証
加
入
者
は
、
貸
与
期
間
中
に
毎
月
分
割
し
て
保
証
料
を
協
会
に
支

図 機関保証制度の仕組み

機関保証制度 は、機構か ら奨学金の貸与 を受けるとき、奨学生の債務に対 し、協 会が

連帯保証する ものです。奨学金の貸与 を円滑 ・容易 にする便利 な制度です。
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払
い
ま
す
。

協
会

の
保
証
料
年
率
は
、
○

・
六
九
三
%
を
基
準
と
し
て
お
り
、

国
民
生
活
金
融
公
庫
や
信
用
金
庫
等
の
保
証
機
関
に
比
べ
低
率
と
な

っ
て
い
ま
す
。

(四
)
代
位
弁
済
と
求
償
権

貸
与
さ
れ
た
奨
学
金
は
、
返
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
協
会

の
保
証
を
受
け
て
い
て
も
、
返
還
義
務
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
協
会
の

保
証
を
受
け
る
返
還
者
が
、

一
定
期
間
を
経
過
し
て
も
割
賦
金
の
返

還
を
延
滞
し
て
い
る
と
き
は
、
返
還
未
済
額
に
つ
い
て
期
限
の
利
益

を
喪
失

し
、
機
構
が
協
会
に
代
位
弁
済
請
求
を
行

い
ま
す
。
協
会
は
、

機
構
が
代
位
弁
済
請
求
す
る
返
還
未
済
額

(利
息
及
び
延
滞
金
を
含

む
。
以

下
同
じ
。
)
の
全
額
を
返
還
者
に
代
わ

っ
て
支
払
い
ま
す
。

代
位
弁
済
の
履
行
に
よ
り
、
協
会
は
求
償
権
を
取
得
し
、
求
償
権
に

基
づ
き

、
返
還
者
に
代
位
弁
済
額
の
返
済
請
求
を
し
ま
す

(求
償
権

の
行
使
)。
返
還
者
は
、
協
会
に
対
し
原
則
、
返
還
未
済
額
の
全
額

を

一
括

で
返
済
し
ま
す
。
た
だ
し
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

返
還
者

の
実
情
に
応
じ
て
分
割
で
返
済
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

(五
)
返
済
免
除
及
び
猶
予

機
関
保
証
制
度
に
は
、
求
償
債
権
に
対
す
る
返
済
免
除

・
猶
予
制

度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
免
除

・
猶
予
制
度
は
、
機
構
の
返
還
免
除
や

返
還
期
限
猶
予
と
同
様
な
制
度
と
な

っ
て
い
ま
す
。
免
除

・
猶
予
に

該
当
す
る
場
合
は
、
協
会
に
願
い
出
る
こ
と
に
よ
り
、
求
償
権
の
返

済
が
免
除
又
は
猶
予
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

(六
)
保
証
料
の
返
戻

次
の
よ
う
な
時
に
は
、
協
会
に
納
め
た
保
証
料
の

一
部
が
戻
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
①
返
還
者
の
死
亡
又
は
心
身
障
害
に
よ
り
、
機
構

が
返
還
残
額
の
全
額
免
除
を
決
定
し
た
と
き
、
又
は
返
還
残
額
の

一

部
が
免
除
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
返
還
が
完
了
し
た
と
き
、
②
大
学

院

の
特
に
優
れ
た
業
績
に
よ
る
返
還
免
除
の
認
定
を
受
け
た
者
で
、

全
額
免
除
さ
れ
た
と
き
、
又
は

一
部
免
除
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
返

還
残
額
の
返
還
が
完
了
し
た
と
き
、
③
奨
学
金

の
繰
上
返
還
に
よ
り

返
還
が
完
了
し
た
と
き
。

三

機
関
保
証
制
度
利
用
の
特
徴

機
関
保
証
制
度
を
利
用
し
た
場
合
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
点
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

(
一
)
連
帯
保
証
人

・
保
証
人
の
選
任
の
不
要

機
関
保
証
に
加
入
し
た
奨
学
生
は
、
第
二
種
奨
学
金

(海
外
)
を

除
い
て
、
連
帯
保
証
人
及
び
保
証
人
を
選
任
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
連
帯
保
証
人
や
保
証
人
の

「印
鑑
証
明
書
」
が
不

要
で
あ
る
と
と
も
に
、
「返
還
誓
約
書
」
提
出
時
の
連
帯
保
証
人
の

「収
入
に
関
す
る
証
明
書
」
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

(二
)
人
的
保
証
か
ら
機
関
保
証
へ
の
変
更

平
成

一
六
年
度
以
降
の
採
用
者
で
、
人
的
保
証
制
度
に
よ
り
奨
学

金
を
受
け
て
い
る
奨
学
生
又
は
返
還
者
が
、
連
帯
保
証
人
や
保
証
人

が
死
亡
し
た
と
き
、
又
は

「返
還
誓
約
書
」
を
提
出
す
る
時
に
連
帯

保
証
人

・
保
証
人
を
選
任
し
難
い
場
合
は
、
人
的
保
証
か
ら
機
関
保

証
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
変
更
手
続
き
と
し
て
は
、
「保
証
の
変
更
依
頼
書

(兼
保
証

委
託
契
約
書
)」
を
提
出
し
、
協
会
の
定
め
た
保
証
料
を

一
括
で
支

払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
奨
学
金
の
貸
与
又
は
返
還

の
契
約
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

返
還
中
に
お
け
る
保
証
の
変
更
は
、
①
延
滞
中
で
な
い
こ
と
、
②

本
人
が
破
産
及
び
債
務
整
理
等
で
な

い
こ
と
、
③

「返
還
誓
約
書
」

が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
貸
与
中
の

保
証
の
変
更
は
、

本
人
が
破
産
及
び
債
務
整
理
等
で
な
い
こ
と
が
条

件
と
な

っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
機
関
保
証
か
ら
人
的
保
証
へ
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

第

一
種
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
る
者
が
、
定
額
三
〇
万
円
の
入
学

時
特
別
増
額
貸
与

(第
二
種
奨
学
金
)
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
の

増
額
貸
与
奨
学
金
の
交
付
が
終
了
す
る
と
、
そ

の
貸
与
さ
れ
た
分
に

つ
き
、
「返
還
誓
約
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
奨

学
金
の
採
用
時
に
は
、
人
的
保
証
を
選
ん
だ
者
が
、
「返
還
誓
約
書
」

を
提
出
す
る
時
に
は
、
保
証
人
を
選
任
し
難
い
理
由
な
ど
か
ら
機
関

保
証

へ
変
更
を
希
望
す
る
者
も

い
ま
す
。
こ
の
現
状
か
ら
み
て
、
奨

学
金

の
申
込
み
に
あ
た

っ
て
は
、
連
帯
保
証
人
の
他
に

「返
還
誓
約

書
」
の
提
出
時
に
は
保
証
人
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
「確
認
書
」

提
出
時
に
周
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

(三
)
事
務
処
理
負
担
の
軽
減

学
校
等
の
奨
学
事
務
に
お
い
て
、
奨
学
生
が
機
関
保
証
を
選
択
し

た
と
き
は
、
「確
認
書
」
や

「返
還
誓
約
書
」
提
出
の
際
、
連
帯
保

証
人

・
保
証
人
の
印
鑑
証
明
書
や
連
帯
保
証
人
の
収
入
証
明
書
が
不

要
な
た
め
、
内
容
確
認
や
そ
の
審
査
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

奨
学
事
務
処
理
負
担
の
軽
減
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
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四

加
入
状
況

機
関
保
証
制
度
は
、
平
成

一
六
年
度
に
新
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
平

成

一
六
年
度
の
加
入
状
況
は
、
九
%
強
の
加
入
実
績
で
し
た
。
し
か

し
、
本
年
度
の

一
月
末
現
在
で
は
、
一
七

・
二
三
%
と
加
入
率
は
増

加
し
て
い
ま
す

(表
参
照
)。
な
お
、
本
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
の

表
の
機
関
保
証
加
入
者
の
外
数
と
し
て
、
人
的
保
証
制
度
か
ら
機
関

保
証
制
度

へ
変
更
し
た
者
が
、
八
五
〇
人
程
い
ま
す
。

五

ま
と
め

一
般
の
金
融
機
関
等

の
教
育

ロ
ー
ン
は
、
保

証
機
関
の
審
査
を
経

て
、
保
証
の
承
諾
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
融
資
条
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
機
関
保
証
制
度
は
、
機
構
か
ら
奨
学
金
を
貸
与
さ
れ
る
者

で
あ
れ
ば
全
員
が
機
関
保
証
に
加
入
で
き
る
制
度

で
す
。
ま
た
、
保

証
人
を
依
頼
す
る
煩
わ
し
さ
が
な

い
こ
と
、
及
び
毎
月
の
奨
学
金
か

ら
保
証
料
を
分
割
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
な
ど
奨
学
金
事
業
に

ふ
さ
わ
し
い
制
度
と
な

っ
て
い
ま
す
。

機
関
保
証
制
度
を
定
着
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
加
入
者
を
増
や
す

観
点
か
ら
も
、
奨
学
金
希
望
者
や
父
母
等
に
機

関
保
証
制
度
に
つ
い

て
十
分
に
周
知
し
、
理
解
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

奨
学
金
の
貸
与
が
終
了
す
る
と
返
還
の
義
務

が
生
じ
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
返
還
金
は
、
後
輩
の
奨
学
生
の
原
資
と
な
り
ま
す
。
し
た

が

っ
て
、
よ
り
基
本
的
に
は
、
返
還
の
重
要
性
を
奨
学
生
に
十
分
理

解
し
て
も
ら
い
、
返
還
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
何

よ
り
も
重
要
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

表 平成17年度 機関保証加入状況

学種別 採用者数
機関保証
加入者

加入率 平成16年 度

加入率

通信教育 378 231 61.11% (50.38%)

高等専門学校 1,600 391 24.44% (7.98%)

短期大学 27,575 5,165 18.73% (9.22%)

大 学 210,998 35,931 17.03% (8.85%)

大学院 44,040 5,388 12.23% (7.92%)

専修学校

(専門課程)
58,637 12,023 20.50% (10.44%)

合 計 343,228 59,129 17.23% (9.07%)

うち海外留学 301 301

(単位:人)

※人的保証から機関保証への変更者を除 く。(平 成18年1月 末現在)

〈
広
島
支
部
〉

中
国
地
区
の
大
学
で
の
特
色
あ
る
取
組

｜
高
梁
学
園
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
紹
介
｜

一

は
じ
め
に

平
成

一
八
年

一
月

一
七
日
、
阪
神

・
淡
路
大
震
災
か
ら

一
一
年
目

に
あ

た
る
こ
の
日
、
高
梁
学
園
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

(以
下

「学
園
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
)
を
訪
問
し
た
。
高
梁
学
園
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
に
対
す
る
取
組
は
、
以
前
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

中
で
も
、
今
日
は
、
「災
害
復
興
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
に
関
す
る
取

組
を
中
心
に
報
告
し
た
い
。

二

高
梁
学
園
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
概
要

「学
園
セ
ン
タ
ー
」
は
、
平
成
七
年
の
阪
神

・
淡
路
大
震
災
で
学
生

が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
及
び
平
成

一
二
年
に
吉
備

国
際
大
学
に
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
科
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、

平
成
一
三
年
九
月
に
設
置
さ
れ
た
。
岡
山
県
の
吉
備
国
際
大
学
、
順

正
短
期
大
学
、
順
正
高
等
看
護
専
門
学
校
と
宮
崎
県
の
九
州
保
健
福

祉
大
学
、
九
州
保
健
福
祉
大
学
総
合
医
療
専
門
学
校
五
校
に
そ
れ
ぞ

れ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
有
し
、
「学
園
セ
ン
タ
ー
」
が
統
括
す

る
位
置
付
け
に
あ
る
。

「学
園
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
各
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
独
自
の
活

動
を
尊
重
し
つ
つ
、
「地
域
に
密
着
し
た
特
色
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
も
ち
、

①
目
然
災
害
等
被
災
地

へ
の

「災
害
復
興
支
援
」

②
施
設
等
か
ら
の
要
請
に
対
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
派
遣
し
た
り
、
地

域
の
環
境
保
全
の
た
め
の
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う

「地

域
貢
献
」

③
海
外
で
の
協
力
活
動
を
実
施
す
る

「国
際
貢
献
」

④
学
内
の
障
害
学
生
へ
の
情
報
保
障
を
目
的
と
し
た

「障
害
学
習
支

援
」

と
い
う
四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
設
け
て
い
る
。
「学
園
セ
ン
タ
ー
長
」

に
は
高
梁
学
園
理
事
長
が
あ
た
り
、
専
任
職
員
二
名
及
び
学
生
ス
タ

ッ
フ
三
〇
名
が
活
動
し
て
い
る
。

三

「災
害
復
興
支
援
」
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

吉
備
国
際
大
学
で
は
、
平
成

一
五
年
三
月
岡
山
県
、
岡
山
県
社
会


